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国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です！
　日本年金機構から、「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が対象者宛てに送付されますので、お
手元に届きましたら、大事に保管し、年末調整や確定申告の際に使用してください。
　送付スケジュールは次のとおりです。
　「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」は、e－Taxで利用できる電子版の交付も行っています。マ
イナポータルから「ねんきんネット」にログインし、電子送付希望の登録をすると、マイナポータルの「お
知らせ」で電子版を受け取ることができます。（登録をすると郵送がされなくなります。）
　電子版の利用方法等については、日本年金機構ホームページで動画を掲載しています。

対　象　者 送　付　時　期

①
令和５年１月１日から令和５年１０月
２日までの間に国民年金保険料を納付さ
れた方

郵送 令和５年１０月下旬から１１月上旬にかけて順次

② ①のうち、「ねんきんネット」において
事前に電子送付希望の登録を行った方 電子送付 令和５年１０月中旬から１０月下旬にかけて順次

③
令和５年１０月３日から令和５年１２月
３１日までの間に国民年金保険料を納付
された方
（①の対象者は除きます。）

郵送 令和６年２月上旬

④ ③のうち、「ねんきんネット」において
事前に電子送付希望の登録を行った方 電子送付 令和６年１月上旬

　「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」に関する概要、よくあるご質問（Ｑ＆Ａ）等については、
日本年金機構ホームページに掲載される予定（令和５年１０月上旬予定）ですので、ぜひご利用ください。
　また、同ホームページに、お客様からの照会に対してチャットの形式で自動的に応答するチャットボット
（控除証明書相談チャット）が開設される予定（令和５年１０月下旬予定）です。
　「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」に関するお問い合わせ（電子送付に関するお問い合わせを除く）
については、次のダイヤルでもお受けしています。

１２月の納期
●町県民税
　■特別徴収（第５期分）※�今月支給される年金から天引きされます。 ●固定資産税（第３期分）

●国民健康保険税
　■普通徴収（第６期分）
　■特別徴収（第５期分）※�今月支給される年金から天引きされます。

●介護保険料
　■普通徴収（第６期分）
　■特別徴収（第５期分）※�今月支給される年金から天引きされます。

●後期高齢者医療保険料
　■普通徴収（第６期分）
　■特別徴収（第５期分）※�今月支給される年金から天引きされます。

　納期限は１２月２５日㈪です。口座振替の場合は１２
月２６日㈫が振替日になりますので、ご利用の方は残高
をご確認ください。

　�　 問合せ 　役場　☎６６・３１１１
町県民税　税務会計課課税担当　内線１１５　　　　国民健康保険税　税務会計課課税担当　内線１１２
固定資産税　税務会計課課税担当　内線１１３　　介護保険料　福祉介護課介護包括ケア担当　内線１４３

後期高齢者医療保険料　町民課給付担当　内線１２３

■問い合わせ先の名称　　ねんきん加入者ダイヤル

■電話番号（ナビダイヤル）０５７０・００３・００４
　０５０から始まる電話の場合は、（東京）０３・６６３０・２５２５
■受付時間
　・月～金曜日　　　午前８：３０～午後７：００
　・第２土曜日　　　午前９：３０～午後４：００
　※土日・祝日（第２土曜日を除く）、１２月２９日～１月３日はご利用いただけません。


